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『
老
子
』
の
「
大
道
暖
れ
て
仁
義
あ
り
」
(
+
八
章
）
や
、
「
仁

か
え

を
絶
ち
義
を
棄
つ
れ
ば
民
は
孝
慈
に
復
る
」
(
+
九
章
）
は
、
仁
義

を
排
撃
し
た
文
章
と
し
て
夙
に
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
家
批
判

は
じ
め

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
乱
の
首

な
り
」
と
礼
を
排
斥
す
る
三
十
八
章
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
『
老
子
』

に
は
儒
家
が
唱
道
す
る
仁
義
礼
へ
の
批
判
が
散
見
す
る
。
そ
こ
で

一
般
的
に
『
老
子
』
の
思
想
は
、
儒
家
思
想
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ

ー
ゼ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

殊
に
「
仁
義
」
と
連
称
す
る
十
八
章
や
仁
と
義
を
併
称
す
る
十

九
章
は
、
『
孟
子
』
と
の
関
係
に
お
い
て
大
い
に
注
目
さ
れ
た
。
津

田
左
右
吉
氏
は
、
「
仁
義
」
の
連
称
は
孟
子
、
或
い
は
孟
子
の
時
代

に
始
ま
る
こ
と
や
、
仁
義
を
力
説
す
る
『
孟
子
』
に
は
仁
義
を
排

斥
す
る
老
子
へ
の
言
及
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
『
老
子
』

は
じ
め
に 『

老
子
』

と
儒
家
思
想

は
『
孟
子
』
以
降
の
成
立
と
推
定
す
る
（
注
1
)
。
ま
た
、
木
村
英
一

氏
は
礼
を
最
下
位
に
位
置
づ
け
る
三
十
八
章
に
も
注
目
し
、
こ
れ

を
最
も
礼
を
重
視
し
た
荀
子
へ
の
批
判
と
捉
え
、
本
章
を
『
荀
子
』

以
後
の
成
立
と
考
え
る
（
注
2
)
。
以
上
の
よ
う
に
、
上
掲
の
諸
章
は

『
老
子
』
と
儒
家
と
の
関
係
を
示
す
資
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

『
老
子
』
の
成
立
時
期
を
推
定
す
る
指
標
と
も
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。一

九
七
三
年
、
湖
南
省
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
二
種
類
の

吊
書
『
老
子
』
が
発
見
さ
れ
る
が
、
内
容
上
は
今
本
と
大
差
が
な

く
、
『
老
子
』
は
儒
家
批
判
を
内
包
す
る
と
の
見
解
は
保
持
さ
れ
た
。

ま
た
、
吊
書
が
出
土
し
た
の
は
前
漢
文
帝
期
と
推
定
さ
れ
る
墳
墓

だ
っ
た
の
で
、
原
『
老
子
』
（
『
老
子
』
の
原
著
を
指
す
）
は
秦

S

漢
初
の
成
立
な
の
か
、
そ
れ
と
も
戦
国
時
代
か
、
は
た
ま
た
春
秋

時
代
以
前
に
ま
で
遡
り
得
る
の
か
、
そ
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
も

決
定
的
な
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
和
3)°

吊
書
本
を
踏
ま
え
た

金
谷
治
氏
も
、
基
本
的
に
は
津
田
説
や
木
村
説
を
踏
襲
し
、
原
『
老

匡
i

田

ネ

也
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第
一
節
郭
店
『
老
子
』
に
つ
い
て

子
』
の
成
立
を
戦
国
後
期
と
推
定
し
て
い
る
（
注
4
)
。
吊
書
発
見
後

も
『
老
子
』
の
見
方
に
大
幅
な
変
更
は
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
儒
家
思
想
へ
の
反
駁
か
ら
『
老
子
』
の
思

想
が
出
現
し
た
と
の
見
解
は
、
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
一
九
九
三
年
、
湖
北
省
荊
門
市
の
郭
店
一
号
楚
墓
か

ら
三
種
の
『
老
子
』
（
以
下
、
郭
店
本
）
が
発
見
さ
れ
る
に
及
び
、

こ
う
し
た
常
識
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
。

今
回
発
見
さ
れ
た
郭
店
本
は
前
三

0
0
年
以
前
の
『
老
子
』
テ

キ
ス
ト
で
あ
り
（
詳
細
は
後
述
）
、
現
存
最
古
の
も
の
と
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
郭
店
本
に
含
ま
れ
る
十
八
章
・
十
九
章
は
、
字
句
的

に
は
吊
書
本
や
今
本
と
大
差
の
な
い
も
の
の
、
内
容
的
に
は
大
き

な
差
異
が
看
取
さ
れ
る
（
三
十
八
章
に
該
当
す
る
部
分
は
含
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
）
。
上
述
の
如
く
、
両
章
は
『
老
子
』
と
儒
家
思
想

と
の
関
係
や
『
老
子
』
の
成
立
事
情
を
探
る
上
で
極
め
て
重
視
さ

れ
て
き
た
章
だ
け
に
、
こ
れ
は
決
し
て
看
過
で
き
ぬ
問
題
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
郭
店
本
を
中
心
に
『
韓
非
子
』
解
老
篇
等
も
参
照

し
な
が
ら
、
『
老
子
』
に
お
け
る
仁
義
礼
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
『
老
子
』
と
儒
家
思
想
と
の
関
係
に

つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

内
容
の
検
討
に
先
立
ち
、
今
回
発
見
さ
れ
た
三
種
の
郭
店
『
老

子
』
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
示
し
て
お
こ
う
。

湖
北
省
荊
門
市
博
物
館
「
荊
門
郭
店
一
号
楚
墓
」
（
『
文
物
』
一

九
九
七
年
第
七
期
）
で
は
、
墓
葬
形
式
や
器
物
の
特
徴
か
ら
郭
店

一
号
墓
の
下
葬
時
期
を
前
四
世
紀
中
期

S
前
三
世
紀
初
頭
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
雀
仁
義
氏
は
郭
店
楚
簡
が
郡
の
近
郊
に
位
置
す
る

楚
の
貴
族
の
墓
陵
群
か
ら
出
土
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
下
葬

時
期
は
秦
の
将
軍
白
起
が
楚
の
都
で
あ
る
郡
を
占
領
し
た
前
二
七

八
年
を
降
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
更
に
雀
氏
は
、
紀
年
資
料
か

ら
前
三
一
六
年
の
造
営
と
さ
れ
る
包
山
楚
墓
と
器
物
を
比
較
し
、

郭
店
楚
墓
の
下
葬
時
期
を
よ
り
具
体
的
に
前
三

0
0
年
頃
と
推
定

し
て
い
る
和
5
)
0

雀
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
郭
店
一
号
墓
の
下
葬
時
期
の
下
限

は
、
郡
が
占
領
さ
れ
る
前
二
七
八
年
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
器

物
等
の
形
状
比
較
と
い
う
客
観
的
手
段
に
よ
り
得
ら
れ
た
前
三
〇

0
年
頃
と
の
推
定
に
も
、
大
き
な
誤
差
は
な
か
ろ
う
。
よ
っ
て
、

以
下
、
雀
氏
の
推
定
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
（
注
6
)
0

郭
店
一
号
墓
の
造
営
が
前
三

0
0
年
頃
で
あ
れ
ば
、
郭
店
本
成

立
の
下
限
も
前
三

0
0
年
頃
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

竹
簡
等
の
副
葬
品
は
、
死
後
の
世
界
に
お
け
る
日
用
品
と
し
て
急

造
さ
れ
た
器
物
と
は
異
な
り
、
墓
主
の
生
前
に
お
け
る
愛
用
品
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
郭
店
本
の
入
手
は
下
葬
時
期
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を
遡
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
高
齢
者
に
下
賜
さ
れ
る
鳩
杖
も
副
葬
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
被
葬
者
は
七

0
歳
を
超
え
る
高
齢
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
（
注
7)°

仮
に
被
葬
者
が
七

0
歳
で
死
去
し
た
と

す
る
と
、
被
葬
者
の
生
存
期
間
は
前
三
七

0
年
頃

S
前
三

0
0
年

頃
で
、
孟
子
（
前
三
九

O
S
三
0
五
頃
）
や
荘
子
（
前
三
六
五

S

二
九

0
頃
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
と
な
り
（
注
8
)
、
こ
の
七
十
年
間

に
墓
主
は
郭
店
本
を
入
手
し
た
こ
と
に
な
る
。
正
確
な
入
手
時
期

は
定
か
で
な
い
が
、
仮
に
死
去
の
二

0
年
前
に
入
手
し
た
と
す
る

と
、
前
三
二

0
年
の
時
点
で
既
に
郭
店
本
は
存
在
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
無
論
こ
れ
は
少
な
く
見
積
も
っ
た
場
合
で
、
も
し
二

0
歳

時
の
入
手
で
あ
れ
ば
五

0
年
遡
る
し
、
墓
主
が
七

0
歳
を
か
な
り

超
え
て
い
れ
ば
、
更
に
そ
の
分
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
加
え
て
、

後
述
の
如
く
郭
店
本
は
『
老
子
』
の
抄
本
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

郭
店
本
が
基
づ
い
た
で
あ
ろ
う
完
本
『
老
子
』
は
郭
店
本
以
前
の

成
立
と
な
り
、
そ
の
完
本
『
老
子
』
も
恐
ら
く
写
本
で
あ
ろ
う
か

ら
、
原
『
老
子
』
の
成
立
は
更
に
幾
分
遡
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

原
『
老
子
』
と
完
本
『
老
子
』
、
完
本
『
老
子
』
と
郭
店
『
老
子

の
幅
の
取
り
方
に
よ
っ
て
、
原
『
老
子
』
の
成
立
時
期
は
大
き
く

上
下
す
る
。
現
段
階
で
は
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
、
原
『
老
子
』

の
成
立
は
前
三

0
0
年
を
遥
か
に
遡
る
と
予
想
さ
れ
、
少
な
く
と

も
孟
子
の
生
存
中
に
『
老
子
』
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
孟
子
に
先
行
す
る
可
能
性
さ
え
否
定
で
き

な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
孟
子
は
『
老
子
』
を
参
照
で
き
た

前 390

前 370

前 300

前 278

孟

子

荘

子

郭ピ工竺工
：三三
I郭店『老子』？

秦将白起、楚都郡を抜く
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に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
老
子
や
そ
の
思
想
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
な

い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

郭
店
本
は
竹
簡
の
形
状
の
違
い
か
ら
甲
•
乙
．
丙
の
三
種
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
に
も
書
名
は
無
く
、
当
時
こ
れ
ら
の
書
が

『
老
子
』
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

だ
が
、
細
か
な
字
句
の
異
同
こ
そ
あ
れ
、
三
種
は
全
て
今
本
『
老

子
』
と
対
応
部
分
を
持
つ
。
三
種
の
内
部
で
は
、
王
弼
本
六
十
四

章
に
相
当
す
る
箇
所
が
甲
本
と
丙
本
に
重
複
す
る
の
み
で
、
他
は

全
て
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
分
量
的
に
は
三
種
を
合
計
し
て
も

今
本
の
五
分
の
二
と
、
半
分
に
も
満
た
な
い
。
こ
の
為
、
三
種
は

今
本
へ
と
至
る
形
成
途
上
の
テ
キ
ス
ト
と
す
る
立
場
と
、
三
種
は

抄
本
で
、
郭
店
本
成
立
時
に
は
既
に
完
本
が
成
立
し
て
い
た
と
す

る
立
場
と
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
並
存
し
て
い
る
（
注
9
)
0

筆
者
は
後
者
の
立
場
が
妥
当
と
考
え
る
。
三
種
は
六
十
四
章
に

相
当
す
る
箇
所
が
甲
本
と
丙
本
に
見
え
る
以
外
、
全
く
重
複
す
る

所
が
な
い
。
意
識
的
に
重
複
を
避
け
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
で
は

三
種
は
全
く
無
関
係
の
書
物
か
と
い
う
と
、
六
十
四
章
は
重
複
す

る
の
で
そ
れ
も
考
え
難
い
。
三
種
は
分
量
的
に
は
少
な
い
も
の
の
、

全
て
今
本
と
の
対
応
部
分
を
持
ち
、
今
本
の
枠
内
に
す
っ
ぽ
り
収

ま
る
。
も
し
三
種
が
今
本
編
纂
時
の
資
料
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当

然
、
今
本
に
は
見
え
な
い
箇
所
も
あ
っ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
う

し
た
現
象
も
見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
諸
点
か
ら
考
え
る
と
、
完
本

郭
店
本
は
、
字
句
の
面
よ
り
見
れ
ば
吊
書
本
や
今
本
と
大
同
小

異
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
従
来
の
『
老
子
』
像
を
覆
す
大
き
な

違
い
が
存
在
す
る
。
以
下
、
郭
店
本
と
吊
書
本
を
対
照
し
て
見
て

い
こ
う
。
（
対
照
に
は
、
今
本
と
基
本
的
に
同
一
で
、
よ
り
古
い
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
吊
書
本
を
使
用
す
る
。
吊
書
本
は
甲
本
を
主
と
し
、

残
欠
部
は
乙
本
で
補
う
。
ま
た
、
郭
店
本
・
吊
書
本
と
も
に
通
行

の
字
体
に
改
め
、
王
弼
本
の
分
章
で
そ
の
所
在
を
表
示
す
る
こ
と

と
す
る
。
）

先
ず
、
直
接
的
に
仁
義
を
否
定
し
て
い
た
十
九
章
を
見
て
み
よ

{？ 

【
郭
店
本
】
：
絶
智
棄
辮
、
民
利
百
倍
。
絶
巧
棄
利
、
盗
賊
七

有
。
絶
偽
棄
慮
（
注
lo)
、
民
復
孝
慈
゜

第
二
節
郭
店
本
か
ら
み
た
仁
義
の
位
置
付
け

子
』
は
郭
店
本
筆
写
時
に
は
既
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を

何
ら
か
の
理
由
で
抄
録
し
、
極
力
重
複
を
避
け
て
三
種
の
郭
店
本

が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
竹

簡
の
形
状
は
三
種
と
も
異
な
る
の
で
、
三
種
の
成
立
に
は
時
間
差

が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(24) 



【
吊
書
本
】
：
絶
聖
棄
智
、
民
利
百
倍
。
絶
仁
棄
義
、

慈
。
絶
巧
棄
利
、
盗
賊
元
有
。

民
復
孝

両
者
は
何
れ
も
「
絶

S
棄

S
」
で
始
ま
る
句
が
三
句
連
続
す
る
。

吊
書
本
の
二
句
目
と
三
句
目
が
郭
店
本
で
は
前
後
す
る
が
、
登
場

順
は
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
吊
書
本
の
「
絶
聖

棄
智
」
・
「
絶
仁
棄
義
」
が
郭
店
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
絶
智
棄
辮
」
．

「
絶
偽
棄
慮
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
排
除
の
対
象
は
、

聖
・
智
•
仁
・
義
で
は
な
く
智
・
辮
•
偽
•
慮
で
あ
り
、
郭
店
本

で
は
何
ら
仁
義
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
袈
錫
圭
氏
は
「
聖
」
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も

着
目
し
た
。
裟
氏
は
、
唐
蘭
氏
の
「
『
老
子
』
中
に
は
「
聖
人
」
の

語
が
肯
定
的
に
頻
出
す
る
が
、
一
方
で
、
十
九
章
は
「
絶
聖
」
を

述
べ
て
お
り
矛
盾
す
る
。
恐
ら
く
後
人
の
頸
入
で
あ
ろ
う
」
と
の

説
を
紹
介
し
、
郭
店
本
の
発
見
で
『
老
子
』
全
体
に
お
け
る
「
聖
」

の
矛
盾
が
解
消
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
注
11)°

確
か
に
、
通
常
『
老

子
』
に
は
「
聖
人
は
終
に
大
を
為
さ
ず
、
故
に
能
＜
其
の
大
を
成

す
」
（
三
十
四
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
聖
人
は
道
家
的
理
想
人
と
し

て
登
場
す
る
。
こ
れ
に
反
し
、
十
九
章
の
「
絶
聖
」
だ
け
が
否
定

的
な
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
、
全
体
と
し
て
の
整
合
性
を
欠
い
て

い
た
。
唐
蘭
氏
の
指
摘
の
如
く
、
こ
れ
が
後
人
の
甑
入
と
判
明
し

た
こ
と
で
、
『
老
子
』
中
の
矛
盾
は
つ
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
続
け
て
十
八
に
移
り
た
い
と
思
う
が
、
十
八
章
は
直
前

の
十
七
章
と
「
故
に
」
で
接
続
さ
れ
て
お
り
、
両
章
は
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
十
七
章
か
ら
連
続
し
て
見
て
い
く
こ
と
と

し
よ
う
。
尚
、
十
七
章
に
つ
い
て
は
、
郭
店
本
と
吊
書
本
の
間
に

大
き
な
字
句
の
異
同
は
な
い
の
で
、
郭
店
本
の
本
文
に
沿
っ
て
考

察
す
る
。

【
郭
店
本
】

（
十
七
章
）
太
上
、
下
知
有
之
。
其
次
、
親
誉
之
。
其
次
、

畏
之
。
其
次
、
侮
之
。
信
不
足
、
安
有
不
信
。
猶
乎
其
貴
（
遺
）

言
也
。
成
事
遂
功
而
百
姓
日
我
自
然
也
。

（
十
八
章
）
故
大
道
隊
安
有
仁
義
。
六
親
不
和
安
有
孝
慈
゜

邦
家
昏
[
乱
『
安
有
正
臣
o

【
吊
書
本
】

（
十
七
章
）
太
上
、
下
知
有
之
。
其
次
、
親
誉
之
。
其
次
、

畏
之
。
其
下
、
侮
之
。
信
不
足
、
案
有
不
信
。
猶
呵
其
貴
（
遺
）

言
也
。
成
功
遂
事
而
百
姓
謂
我
自
然
゜

（
十
八
章
）
故
大
道
暖
安
有
仁
義
。
知
慧
出
安
有
大
偽
。
六

親
不
和
安
有
孝
慈
。
邦
家
昏
乱
安
有
貞
臣
。

十
七
章
は
君
主
と
民
の
関
係
を
四
ラ
ン
ク
に
分
け
て
説
明
す
る
。

最
上
は
民
が
君
主
の
存
在
を
僅
か
に
認
識
し
て
い
る
状
態
、
次
は

民
が
君
主
を
褒
め
称
え
て
い
る
状
態
、
そ
の
次
は
民
が
を
畏
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れ
て
い
る
状
態
、
最
悪
な
の
は
民
が
君
主
を
侮
っ
て
い
る
状
態
、

以
上
の
四
ラ
ン
ク
で
あ
る
。
「
信
不
足
、
安
有
不
信
」
の
一
文
は
複

雑
な
問
題
を
卒
ん
で
い
る
の
で
、
今
は
触
れ
ず
に
先
に
進
む
。
「
猶

ー

乎
と
し
て
其
れ
言
を
貴
（
遺
）
る
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
悠
然
と

し
て
言
葉
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
な
君
主
の
態
度
、
即
ち
、
む
や
み

に
号
令
を
発
し
た
り
し
な
い
、
落
ち
着
い
た
君
主
の
態
度
を
指
す
。

そ
し
て
か
か
る
態
度
で
民
に
臨
め
ば
、
「
事
を
成
し
功
を
遂
ぐ
る
も
、

百
姓
、
我
は
自
然
と
曰
う
な
り
」
と
、
民
は
事
業
が
成
功
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
君
主
の
功
績
で
は
な
く
、
自
然
と
事
が

運
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
、
と
思
う
に
至
る
と
い
う
。
こ
れ
は
先
の
四

ラ
ン
ク
の
内
、
最
上
の
ラ
ン
ク
で
あ
る
「
太
上
は
、
下
之
れ
有
る

を
知
る
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
無
為
を
為
せ
ば
則
ち
治

ま
ら
ざ
る
は
な
し
」
（
三
章
）
等
に
見
え
る
『
老
子
』
の
基
本
思
想
、

「
無
為
の
治
」
に
他
な
ら
な
い
。

か
か
る
文
脈
を
押
さ
え
た
上
で
、
「
信
不
足
、
安
有
不
信
」
の
一

よ
こ
と

文
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
一
文
は
通
常
、
「
信
足
ら
ざ

れ
ば
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
有
り
」
と
読
ま
れ
、
君
主
の
誠
信
が
不
足

す
れ
ば
人
民
か
ら
信
用
さ
れ
な
い
、
と
の
意
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

換
言
す
る
と
、
君
主
が
誠
実
で
あ
れ
ば
人
民
か
ら
信
用
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
人
民
か
ら
信
頼
厚
い
君
主
で
は
、

先
の
四
ラ
ン
ク
中
、
二
番
目
の
「
親
し
み
て
之
を
誉
む
」
君
主
に

相
当
し
、
以
下
で
し
き
り
に
最
上
の
君
主
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る

こ
と
と
う
ま
く
接
合
し
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
信
不
足

安
有
不
信
」
中
の
「
安
」
字
で
あ
る
。

信
不
足
安
有
不
信
。
（
郭
店
本
）

信
不
足
案
有
不
信
。
（
吊
書
甲
本
）

信
不
足
安
有
不
信
。
（
吊
書
乙
本
）

信
不
足
焉
有
不
信
焉
。
（
王
弼
本
）

「
安
」
・
「
案
」
・
「
焉
」
字
は
通
用
す
る
の
で
、
こ
の
一
文
に
つ
い

て
各
テ
キ
ス
ト
は
、
基
本
的
に
一
致
す
る
。
（
王
弼
本
末
尾
の
「
焉
」

字
は
句
末
の
助
字
）
。

従
来
、
該
所
の
「
安
（
焉
）
」
字
は
末
尾
の
助
字
、
或
い
は
「
於

是
」
の
意
と
さ
れ
、
先
述
の
通
り
「
信
足
ら
ざ
れ
ば
、
（
安
（
焉
）

に
）
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
有
り
」
と
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
安

（
焉
）
」
字
に
は
、
例
え
ば
「
子
日
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能

わ
ず
。
焉
く
ん
ぞ
能
＜
鬼
に
事
え
ん
」
（
『
論
語
』
先
進
篇
）
と
反

語
の
意
も
あ
り
、
同
じ
く
こ
こ
の
一
文
を
反
語
で
読
む
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。

試
み
に
反
語
で
「
信
足
ら
ざ
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
不
信
有
ら
ん
や
」

と
読
む
と
、
君
主
の
誠
信
が
不
足
し
て
い
れ
ば
、
ど
う
し
て
（
君

主
に
対
す
る
）
不
信
が
あ
ろ
う
か
、
と
な
る
。
一
見
、
矛
盾
す
る

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
『
老
子
』
に
頻
出
す
る
逆
説

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
不
信
」
と
は
、
君
主
の
言
行
不
一
致
に
よ
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り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
君
主
に
言
行
が
な
く
、
誠
信

が
問
題
と
な
る
状
況
が
生
じ
な
け
れ
ば
（
信
不
足
）
、
民
が
君
主
に

「
不
信
」
感
を
懐
く
こ
と
も
あ
り
え
な
い
（
安
有
不
信
）
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
、
君
主
は
言
行
を
慎
み
、
民
に
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
務

め
よ
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
な

ら
ば
、
「
太
上
は
下
之
れ
有
る
を
知
る
の
み
」
と
、
民
か
ら
意
識
さ

れ
な
い
最
上
の
君
主
像
と
も
一
致
し
よ
う
。
か
か
る
状
態
を
保
つ

秘
訣
が
、
以
下
で
述
べ
ら
れ
る
悠
然
と
し
て
言
葉
を
忘
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
民
は
「
事
は
全
て
自
然
に
運
ん
で
い
る
だ

け
だ
」
と
思
う
に
至
る
。
十
七
章
は
全
体
と
し
て
以
上
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
続
け
て
十
八
章
を
見
て
み
よ

ぶ
ノ

【
郭
店
本
】
(
+
八
章
）

故
大
道
暖
安
有
仁
義
。
六
親
不
和
安
有
孝
慈
。
邦
家
昏

[lL]

安
有
正
臣
。

【
吊
書
本
】

故
大
道
廂
安
有
仁
義
。
知
慧
出
安
有
大
偽
。

孝
慈
。
邦
家
昏
飢
安
有
貞
臣
。

六
親
不
和
安
有

郭
店
本
と
の
大
き
な
相
違
は
、
郭
店
本
に
「
知
慧
出
安

有
大
偽
」
の
一
句
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句
の
有
無

は
下
の
「
安
」
字
の
読
み
に
大
き
く
影
郷
齊
す
る
。

従
来
、
「
安
」
は
「
焉
」
字
に
置
換
さ
れ
、
に
」
と
順
接

で
読
ま
れ
て
き
た
。
周
知
の
如
く
「
安
」
字
に
は
反
語
の
用
法
も

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
智
慧
出
で
て
安
く
ん
ぞ
大
偽
有
ら
ん
や
」

（
さ
か
し
ら
な
智
慧
が
世
に
現
れ
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
大
偽
が

あ
り
得
よ
う
か
）
と
な
り
、
意
味
が
通
じ
な
い
。
そ
こ
で
「
安
」

字
は
順
接
で
読
ま
れ
、
さ
か
し
ら
な
智
慧
が
台
頭
し
、
こ
こ
に
大

き
な
偽
り
が
生
じ
た
、
と
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
残
り
の
三
句
も
同
型
な
の
で
、
自
然
と
「
故
に
大
道
磨

こ

こ

こ

こ

れ
て
安
に
仁
義
有
り
」
・
「
六
親
和
せ
ず
し
て
安
に
孝
慈
有
り
」
．

こ
こ

「
邦
家
昏
乱
し
て
安
に
貞
臣
有
り
」
と
読
む
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

郭
店
本
に
は
「
智
慧
出
安
有
大
偽
」
の
句
が
存
在
し
な
い
た
め
、

「
安
」
字
を
反
語
で
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
「
故
に
大い

ず

L
“す

道
靡
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
仁
義
有
ら
ん
や
。
六
親
不
和
な
れ
ば
、
安

く
ん
ぞ
孝
慈
有
ら
ん
や
。
邦
家
昏

[iL]
す
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
正

臣
有
ら
ん
や
」
（
根
本
の
大
道
が
荒
廃
し
た
状
態
で
、
ど
う
し
て
仁

義
が
存
在
し
得
よ
う
か
。
六
親
不
和
の
状
態
で
、
ど
う
し
て
孝
慈

が
存
在
し
得
よ
う
か
。
国
家
が
混
胤
し
た
状
態
で
、
ど
う
し
て
正

し
き
臣
下
が
存
在
し
得
よ
う
か
）
と
の
意
味
に
も
解
釈
で
き
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ま
た
つ
矛
盾
が
解
消
す
る
。
前
掲

か
え

十
九
章
で
は
、
「
民
は
孝
慈
に
復
る
」
と
孝
慈
が
肯
定
的
に
扱
わ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
郭
店
本
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
吊
書
本
六
十
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七
章
に
は
「
我
れ
に
恒
に
三
賓
有
り
。
持
し
て
【
之
を
賓
と
す
。
】

一
に
日
く
、
慈
。
二
に
曰
く
、
倹
。
三
に
曰
く
、
敢
え
て
天
下
の

先
と
為
ら
ず
」
と
あ
り
、
「
慈
」
を
三
宝
の
一
っ
と
し
て
称
え
て
い

る
。
十
八
章
を
従
来
通
り
順
接
で
読
む
と
、
孝
慈
は
六
親
不
和
の

状
態
か
ら
発
生
し
た
悪
し
き
も
の
と
な
り
、
十
九
章
や
六
十
七
章

と
圃
甑
を
き
た
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
反
語
で
読
み
、
六
親
の
親

和
な
し
に
は
孝
慈
も
な
い
、
即
ち
、
六
親
が
親
和
す
れ
ば
自
ず
と

孝
慈
も
達
成
さ
れ
る
、
と
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
孝
慈
に

否
定
的
意
味
合
い
は
生
ぜ
ず
、
十
九
章
と
の
矛
盾
も
解
消
す
る
。

加
え
て
先
述
の
通
り
、
十
八
章
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
前
章
の

t
こ

と

し

す

十
七
章
で
は
、
「
信
足
ら
ざ
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
不
信
有
ら
ん
や
」

と
、
反
語
の
「
安
」
字
が
見
え
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
同
型
句
で
あ

る
十
八
章
の
「
安
」
字
も
反
語
の
可
能
性
は
高
い
。
以
上
の
諸
点

を
考
慮
す
る
に
、
十
八
章
の
「
安
」
字
は
反
語
で
解
す
る
の
が
妥

当
と
考
え
ら
れ
る
（
注
1
2
)
0

さ
て
、
従
来
の
よ
う
に
「
安
」
字
を
順
接
と
し
た
場
合
、
仁
義

は
大
道
と
対
立
し
、
完
全
に
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
反
語
で
解
す

る
と
、
仁
義
は
大
道
の
一
要
素
と
し
て
包
摂
さ
れ
、
仁
義
の
価
値

そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
郭
店
本
十
九
章

で
は
も
と
も
と
仁
義
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
十
八

章
に
肯
定
的
な
仁
義
が
登
場
し
て
も
別
段
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
仁

義
を
否
定
し
て
い
な
い
点
が
、
郭
店
本
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と

そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
に
吊
書
本
は
、
か
く
も
仁
義
に
否
定
的

な
テ
キ
ス
ト
ヘ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
否
定
の
対
象

が
仁
義
に
す
り
替
え
ら
れ
た
り
、
「
知
慧
出
安
有
大
偽
」
の
挿
入
に

よ
り
仁
義
の
位
置
づ
け
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
以
上
、

こ
れ
が
誤
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
儒
家
批
判
を
意
図
し
た
改
顕
と
考
え
ら
れ
る
。
郭
店

本
は
吊
書
本
よ
り
原
著
に
近
い
テ
キ
ス
ト
な
の
で
、
原
著
の
段
階

で
は
仁
義
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
仁
義
の
価
値
を
一
定
程

度
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。

た
だ
し
、
細
部
の
矛
盾
に
目
を
つ
ぶ
る
な
ら
ば
、
依
然
、
郭
店

本
十
八
章
の
「
安
」
字
を
順
接
で
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
池
田
知

久
『
郭
店
楚
簡
研
究
』
で
は
、
今
本
三
十
八
章
や
『
荘
子
』
馬
蹄

篇
、
『
淮
南
子
』
倣
真
篇
・
斉
俗
篇
等
を
参
考
に
、
郭
店
本
十
八
章

も
従
来
通
り
の
順
接
で
解
し
て
い
る
（
注
団
）
。
『
荘
子
』
や
『
淮
南
子
』

は
郭
店
本
以
後
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
改
甑
後
の
テ
キ
ス
ト
を
参

照
し
た
可
能
性
も
あ
り
郭
店
本
解
釈
の
決
め
手
と
は
な
ら
な
い
が
、

三
十
八
章
は
問
題
で
あ
る
。
三
十
八
章
に
は
仁
義
が
否
定
的
意
味

合
い
で
登
場
し
た
り
、
ま
た
礼
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
も
見
え
、

全
体
と
し
て
儒
家
批
判
を
意
図
す
る
よ
う
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
問
題
の
三
十
八
章
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

よ
う
。
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第
三
節

『

老

三

十

八

章

は

仁

や

義

、

そ

し

て

礼

に

及

し

て

お

り
、
上
述
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
鍵
と
な
る
章
で
あ
る
。
だ
が

残
念
な
が
ら
郭
店
本
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
原
『
老
子
』
の
段

階
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
『
老
子
』
は
仁
義
礼
に
対
す

る
関
心
が
そ
も
そ
も
稀
薄
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
郭
店
本

は
抄
本
で
、
当
時
既
に
完
本
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
か
ら
す
る
と
、
三
十
八
章
の
成
立
も
か
な
り
古
い
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
は
、
郭
店
本
に
次
い
で
い

吊
書
本
の
三
十
八
章
を
参
考
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

上
徳
元
為
而
元
以
為
也
。
上
仁
為
之
而
元
以
為
也
。
上
義
為

之
而
有
以
為
也
。
上
證
為
之
而
莫
之
應
也
、
則
攘
腎
而
乃

（
初
）
。
故
失
道
而
后
徳
、
失
徳
而
后
仁
、
失
仁
而
后
義
、
失

義
而
后
證
。
夫
穂
者
忠
信
之
薄
也
、
而
乱
之
首
也
。

（
上
徳
は
元
為
に
し
て
、
以
て
為
さ
ん
と
す
る
こ
と
も
元
し
。

上
仁
は
之
を
為
す
も
、
以
て
為
さ
ん
と
す
る
こ
と
元
し
。
上

義
は
之
を
為
し
て
、
以
て
為
さ
ん
と
す
る
こ
と
も
有
り
。
上

證
は
之
を
為
し
、
之
に
應
ず
る
莫
け
れ
ば
則
ち
腎
を
攘
い
て

之
に
乃
（
初
）
く
。
故
に
道
を
失
い
て
而
る
后
に
徳
あ
り
、

徳
を
失
い
て
而
る
后
に
仁
あ
り
、
仁
を
失
い
て
而
る
后
に
義

『
老
子
』
三
十
八
章

あ
り
、
義
を
失
い
て
而
る
后
に
證
あ
り
。

は
じ
め

薄
く
し
て
、
乱
の
首
な
り
。
）

夫
れ
證
は
忠
信
の

最
上
の
徳
で
あ
る
「
上
徳
」
は
、
可
視
的
な
行
為
の
痕
跡
が
な

い
点
で
無
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
わ
ん
と
す
る
意
識
も
な
い
（
に

も
か
か
わ
ら
ず
万
物
に
作
用
す
る
）
。
「
上
仁
」
は
他
者
を
愛
す
る

等
の
行
為
は
あ
る
の
で
有
為
だ
が
、
そ
れ
を
無
意
識
的
に
行
っ
て

い
る
。
「
上
義
」
は
有
為
且
つ
意
識
的
で
あ
り
、
「
上
證
」
は
有
為
・

意
識
的
な
の
は
も
と
よ
り
、
相
手
の
返
礼
が
な
い
と
腕
ま
く
り
し

て
相
手
に
詰
め
寄
る
。
道
の
喪
失
後
に
徳
が
現
れ
、
徳
の
喪
失
後

に
仁
が
現
れ
、
仁
の
喪
失
後
に
義
が
現
れ
、
義
の
喪
失
後
に
礼
が

現
れ
る
（
と
い
う
具
合
に
、
人
間
社
会
は
衰
退
し
て
い
く
）
。
礼
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
の
は
真
心
が
薄
い
証
拠
で
、
争
乱
の
始
ま
り
で

あ
る
。無

為
•
無
意
識
の
「
上
徳
」
を
筆
頭
と
し
て
、
有
為
•
無
意
識

の
「
上
仁
」
、
有
為
・
意
識
的
な
「
上
義
」
、
有
為
・
意
識
的
で
争

乱
の
火
種
と
な
る
「
上
證
」
と
い
う
ふ
う
に
、
徳
ー
仁
ー
義
ー
礼

の
序
列
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
序
列
を
踏
ま
え
、
以
下

で
は
道
の
喪
失
後
に
徳
、
徳
の
喪
失
後
に
仁
と
い
う
よ
う
に
、
道

か
ら
徳
↓
仁
↓
義
↓
礼
へ
と
、
社
会
が
徐
々
に
衰
退
し
て
い
く
過

程
が
述
べ
ら
れ
る
。

仁
義
礼
を
不
完
全
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
本
章
は
、

前
述
の
如
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解
老
篇
の
引
用
で
は
、
「
而
後
」

の
下
に
何
れ
も
「
失
」
字
が
存

し
か
し
な

子
』
解
釈
で

解
老
篇
で
は
、

＜
儒
家
批
判
を
展
開
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

が
ら
、
こ
の
理
解
に
は
難
点
も
あ
る
。

確
か
に
仁
義
礼
は
、
徳
と
の
比
較
の
上
で
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
、

否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
の
は
仁

義
礼
の
み
で
は
な
い
。
前
半
で
一
旦
は
最
上
と
さ
れ
た
徳
も
、
以

下
で
は
一
転
し
て
「
道
を
失
い
て
而
る
后
に
徳
あ
り
」
と
、
道
の

喪
失
後
に
現
れ
る
不
完
全
な
も
の
と
さ
れ
、
仁
義
礼
と
同
列
に
扱

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
通
常
『
老
子
』
の
徳
は
、
「
道

之
を
生
じ
徳
之
を
畜
い
…
」
（
吊
書
本
・
五
十
一
章
）
の
よ
う
に
万

は
た
ら
さ

物
を
養
う
道
の
作
用
で
あ
り
、
道
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
が
、

「
道
を
失
い
て
而
る
后
に
徳
あ
り
」
で
は
道
の
喪
失
後
に
徳
が
単

独
で
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
も
極
め
て
不
可
解
な
現
象

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
、
現
存
最
古
の

あ
る
『
韓
非
子
』
解
老
篇
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
章
の
後
半
部
を
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
。

失
道
而
後
失
徳
、
失
徳
而
後
失
仁
、
失
仁
而
後
失
義
、
失
義

而
後
失
證
。
（
道
を
失
い
て
而
る
後
に
徳
を
失
い
、
徳
を
失

い
て
而
る
後
に
仁
を
失
い
、
仁
を
失
い
て
而
る
後
に
義
を
失

い
、
義
を
失
い
て
而
る
後
に
證
を
失
う
。
）

在
す
る
が
、
こ
の
僅
か
な
差
異
に
よ
り
全
体
の
意
味
は
大
幅
に
変

わ
っ
て
く
る
。

吊
書
本
の
道
↓
徳
↓
仁
↓
義
↓
礼
と
い
う
経
路
は
、
人
間
社
会

に
お
け
る
衰
退
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
解
老
篇

の
引
用
で
は
、
道
の
喪
失
に
連
動
し
て
徳
も
喪
失
し
、
以
下
、
仁

義
礼
も
立
て
続
け
に
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
。
道
の
失
墜
か
ら
礼

の
失
墜
ま
で
ほ
と
ん
ど
時
間
差
は
な
い
。
即
ち
、
徳
仁
義
礼
は
道

と
い
う
土
台
の
上
に
存
立
し
て
お
り
、
道
の
崩
壊
は
そ
の
ま
ま
徳

仁
義
礼
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
文

に
従
う
な
ら
ば
徳
を
一
貫
し
て
肯
定
的
に
解
釈
で
き
、
道
と
分
断

さ
れ
た
徳
の
出
現
と
い
う
奇
異
な
現
象
も
生
ぜ
ず
、
よ
り
整
合
的

に
三
十
八
章
を
理
解
で
き
る
。

(30) 



か
か
る
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
仁
義
礼
は
道
を
士
台
に

存
立
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
解
老

篇
が
引
用
す
る
三
十
八
章
本
文
は
、
仁
義
礼
を
否
定
す
る
十
八
章
・

十
九
章
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
は
こ
な

か
っ
た
。
だ
が
、
郭
店
系
テ
キ
ス
ト
の
十
八
章
・
十
九
章
で
あ
れ

ば
全
体
と
し
て
の
矛
盾
も
な
く
、
三
十
八
章
の
内
部
も
整
合
的
に

理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
依
然
と
し
て
三
十
八
章
は
「
上
證
は
之
を
為
し
て
、

之
に
應
ず
る
莫
け
れ
ば
則
ち
腎
を
攘
い
て
之
を
乃
（
初
）
く
」
や

礼
一
義
仁
一
徳
＿
道

解
老
篇
引
用
の
三
十
八
章

道
は
徳
仁
義
礼
の
土
台

道
↓
徳
↓
仁
↓
義
↓
礼

吊
書
本
三
十
八
章

人
間
社
会
衰
退
の
過
程

は
じ
め

「
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
、
乱
の
首
か
」
の
よ
う
に
、
礼
に

否
定
的
な
要
素
も
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
、
解

老
篇
の
三
十
八
章
解
釈
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
更
に
見
て
い
く
こ

と
と
し
よ
う
。

上
述
の
よ
う
に
、
解
老
篇
が
引
く
三
十
八
の
本
文
で
は
仁
義

礼
を
肯
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
解
老

篇
自
体
も
仁
義
礼
に
対
し
て
極
め
て
肯
定
的
な
解
釈
を
施
し
て
い

る。
仁
と
は
其
の
中
心
欣
然
と
し
て
人
を
愛
す
る
を
謂
う
な
り
。
：
・

義
と
は
君
臣
上
下
の
事
な
り
。
父
子
貴
賤
の
差
な
り
。
知
交
朋

友
の
接
な
り
。
親
疏
内
外
の
分
な
り
。
…
義
と
は
其
の
宜
し
き

を
謂
う
な
り
。

仁
と
は
他
者
を
愛
す
る
こ
と
、
義
と
は
•
上
下
・
親
子
・

貴
賎
．
朋
友
・
血
縁
等
々
の
人
間
関
係
に
お
け
る
秩
序
が
確
立
し

た
状
態
と
説
明
さ
れ
、
こ
こ
に
は
仁
義
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方

は
全
く
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
で
は
礼
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

第
四
節

解
老
篇
の
三
十
八
章
解
釈
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敗
人
の
證
を
為
す
や
、
以
て
他
人
を
尊
す
る
な
り
。
故
に
時
に

證
は
情
を
貌
す
る
所
以
な
り
。
…
中
心
懐
く
も
諭
ら
れ
ず
。

故
に
疾
趨
卑
拝
し
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
。
賓
心
愛
す
る
も
知

ら
れ
ず
。
故
に
好
言
繁
辟
し
て
以
て
之
を
信
に
す
る
。
證
は
外

節
の
内
を
諭
す
所
以
な
り
。
故
に
日
く
、
『
證
は
以
て
情
を
貌

す
る
な
り
』
と
。

礼
は
内
側
の
心
情
を
形
に
表
す
手
段
で
あ
る
。
…
心
中
に
尊
崇

の
念
を
宿
す
だ
け
で
は
相
手
に
伝
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
小
走
り

や
拝
伏
の
礼
で
具
体
的
に
相
手
に
示
す
。
真
心
か
ら
愛
し
て
い
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
。
だ
か
ら
言
辞
を
尽

く
し
て
表
現
す
る
。
礼
と
は
、
外
面
の
礼
に
よ
っ
て
内
面
の
心
情

を
悟
ら
せ
る
手
段
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
礼
は
心
情
を
形
に
す
る
手

段
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
。

解
老
篇
は
礼
を
心
情
の
表
現
手
段
と
位
置
づ
け
、
仁
義
同
様
、

積
極
的
に
こ
れ
を
奨
励
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
故
に
日
く
、
證
は

以
て
情
を
貌
す
る
な
り
」
と
結
ぶ
の
だ
が
、
吊
書
や
今
本
に
こ
の

句
は
見
ら
れ
な
い
。
通
常
、
解
老
篇
は
「
故
に
日
く
」
に
続
け
て

『
老
子
』
を
引
用
す
る
の
で
、
少
な
く
も
解
老
篇
の
作
者
は
『
老

子
』
の
文
句
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
確
に

礼
を
肯
定
す
る
テ
キ
ス
ト
も
一
部
に
は
通
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

{つ

勧
み
時
に
衰
う
。
君
子
の
證
を
為
す
や
、
以
て
其
の
身
の
為
め

に
す
。
以
て
其
の
身
の
為
め
に
す
。
故
に
之
を
神
（
信
）
に
す

る
を
上
證
と
為
す
。
上
證
は
神
（
信
）
な
る
も
、
歌
人
は
戴
な

り
。
故
に
相
應
ず
る
能
わ
ず
。
相
應
ず
る
能
わ
ず
、
故
に
曰
く
、

『
上
證
は
之
を
為
す
も
之
に
應
ず
る
莫
し
』
と
。
敗
人
は
咸
な

る
と
雖
も
、
聖
人
の
恭
敬
を
復
（
履
）
み
手
足
の
證
を
盛
く
す

や
衰
え
ず
。
故
に
日
く
、
『
腎
を
攘
い
て
之
に
初
る
』
と
。

衆
人
は
他
人
の
た
め
に
礼
を
行
う
の
で
、
勤
め
た
り
怠
っ
た
り

す
る
。
一
方
、
君
子
は
自
分
の
た
め
に
礼
を
行
い
、
本
心
を
偽
り

無
く
表
す
こ
と
を
最
上
の
礼
と
考
え
る
。
君
子
は
自
分
の
た
め
に

す
る
の
で
確
実
に
行
う
が
、
衆
人
は
他
人
の
た
め
に
す
る
の
で
応

対
が
一
定
せ
ず
、
両
者
の
礼
は
噛
み
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
「
上
礼

は
こ
れ
を
行
っ
て
も
適
切
な
応
答
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
。

衆
人
の
礼
は
ま
ち
ま
ち
で
も
、
聖
人
の
側
は
常
に
恭
敬
な
態
度
で

手
足
の
礼
を
尽
く
す
。
そ
こ
で
、
「
腎
を
攘
い
整
え
て
ひ
た
す
ら
礼

に
従
う
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
。

解
老
篇
は
、
自
分
の
た
め
に
行
う
君
子
の
礼
と
他
人
の
た
め
に

行
う
衆
人
の
礼
と
に
分
け
、
前
者
を
「
上
證
」
と
す
る
。
そ
し
て

君
子
の
礼
（
「
上
證
」
）
は
「
管
を
攘
い
て
之
に
初
る
」
と
、
相
手

の
応
対
に
構
わ
ず
ひ
た
す
ら
礼
を
尽
く
す
こ
と
と
解
説
す
る
。
従

来
は
、
「
攘
腎
乃
之
（
吊
書
本
）
の
「
乃
」
字
を
「
初
」
字
と
解
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し
、
（
相
手
の
応
答
が
な
い
と
）
腕
ま
く
り
し
て
相
手
を
引
っ
ぱ
り

こ
も
う
と
す
る
と
い
う
具
合
に
、
「
上
證
」
を
否
定
的
意
味
合
い
で

理
解
し
て
き
た
（
注
M)°

だ
が
「
乃
」
字
を
解
老
篇
の
如
く
「
初
」

字
と
し
、
肯
定
的
に
「
上
證
」
を
理
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で

あ
る
。さ

て
、
以
上
の
如
く
仁
義
礼
を
肯
定
的
に
解
釈
し
た
後
、

篇
は
道
徳
仁
義
礼
、
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
詳
説
す
る
。

解
老

道
積
む
有
り
て
、
積
和
15)
ま
ば
功
有
り
。
徳
は
道
の
功
な
り
。

み

み

功
賞
つ
る
有
り
て
、
賞
つ
れ
ば
光
有
り
。
仁
は
徳
の
光
な
り
。

光
に
澤
有
り
て
、
澤
あ
ら
ば
事
有
り
。
義
は
仁
の
事
な
り
。
舌

に
理
有
り
て
、
理
あ
ら
ば
文
有
り
。
證
は
義
の
文
な
り
。
故
に

日
く
『
道
を
失
い
て
而
る
後
に
徳
を
失
い
、
徳
を
失
い
て
而
る

後
に
仁
を
失
い
、
仁
を
失
い
て
而
る
後
に
義
を
失
い
、
義
を
失

い
て
而
る
後
に
證
を
失
う
』
と
。

道
を
積
み
重
ね
る
と
功
績
（
徳
）
と
な
り
、
功
績
（
徳
）
が
充

実
す
る
と
、
光
輝
（
仁
）
と
な
る
。
光
輝
（
仁
）
に
は
色
つ
や
が

あ
り
、
色
つ
や
は
事
柄
（
義
）
と
な
る
。
事
柄
（
義
）
に
は
道
理

が
あ
り
、
道
理
に
は
文
飾
（
礼
）
が
あ
る
。

解
老
篇
は
、
道
に
合
致
し
た
行
動
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
道
が

徳
↓
仁
↓
義
↓
礼
へ
発
展
す
る
と
解
説
す
る
。
四
徳
は
全
て
道
の

発
展
過
程
上
の
一
事
象
と
解
老
篇
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

て
み
れ
ば
、
道
は
勿
論
の
こ
と
、
徳
仁
義
礼
も
全
て
道
の
発
展
形

体
と
し
て
、
肯
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
解

老
篇
の
『
老
子
』
本
文
で
は
、
道
は
四
徳
の
土
台
と
さ
れ
て
い
た

の
で
、
解
老
篇
の
解
釈
も
充
分
成
立
し
得
る
と
言
え
る
（
注
16)0

は
じ
め

そ
れ
で
は
、
「
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
胤
の
首
な
り
」
と
、

礼
の
全
否
定
と
も
捉
え
ら
れ
る
部
分
に
対
し
て
、
解
老
篇
は
如
何

な
る
解
釈
を
施
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

か
た
ち

賞
厚
き
者
は
貌
薄
し
。
父
子
の
證
は
是
れ
な
り
。
是
に
由
り

て
之
を
観
れ
ば
、
證
繁
き
者
は
宵
心
衰
う
る
な
り
。
然
ら
ば
則

ち
證
を
為
す
は
、
人
の
撲
心
を
通
ず
る
を
事
と
す
る
者
な
り
。

賊
人
の
證
を
為
す
や
、
人
應
ず
れ
ば
則
ち
糎
し
く
歓
び
、
應

ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
責
め
怨
む
。
今
、
證
を
為
す
者
は
人
の
撲
心
に

た
す

通
ず
る
を
事
と
す
る
も
、
之
を
資
く
る
に
相
責
む
る
の
分
（
念
）

を
以
て
す
。
能
<
[
手
う
母
か
ら
ん
や
。
争
い
有
ら
ば
則
ち
乱
る
。

は
じ
め

故
に
日
く
、
『
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
、
乱
の
首
と
。

真
心
が
充
実
し
た
者
は
、
外
面
の
礼
は
か
え
っ
て
簡
素
と
な
る
。

父
子
間
の
礼
が
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
礼
を
煩
瑣

に
行
う
人
は
、
真
心
が
稀
薄
な
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
と
言
え
る
。

礼
は
素
朴
な
感
情
の
伝
達
を
目
的
と
す
る
。
だ
が
、
衆
人
の
礼
は

相
手
の
応
対
次
第
で
歓
ん
だ
り
、
責
め
立
て
た
り
す
る
。
最
近
の

礼
を
行
う
者
た
ち
は
、
素
朴
な
感
情
を
伝
え
る
た
め
の
礼
で
、
か
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「者」

え
っ
て
互
い
に
責
め
合
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
争
い
と
な
ら
ぬ
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
争
え
ば
混
乱
を
招
く
。
だ
か
ら
「
（
煩
瑣
な
）
礼

は
真
心
が
薄
い
証
拠
で
、
混
乱
の
第
一
歩
だ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ

る
の
だ
。

礼
を
真
心
伝
達
の
手
段
と
す
る
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
解
老
篇
の

礼
理
解
と
軌
を
一
に
す
る
。
更
に
こ
こ
で
は
「
父
子
の
證
」
の
よ

う
に
簡
素
な
礼
こ
そ
が
真
の
礼
で
あ
る
と
し
、
そ
の
対
局
に
真
心

を
欠
く
形
式
の
み
の
「
厭
人
の
證
」
を
置
く
。
そ
し
て
「
厭
人
の

證
」
は
争
乱
の
原
因
と
な
る
と
し
て
、
『
老
子
』
を
引
用
す
る
。
即

は
じ
め

ち
解
老
篇
は
「
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
乱
の
首
な
り
」
の

「
證
」
を
、
真
心
を
欠
く
「
歌
人
の
證
」
と
捉
え
、
こ
の
「
賊
人

の
證
」
の
み
を
『
老
子
』
は
排
斥
し
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
『
老
子
』
三
十
八
章
の
一
文
か
ら
、
果
た
し
て

解
老
篇
の
よ
う
な
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
一
文
は
礼
を
ほ
ぼ
全
否

定
し
て
お
り
、
『
老
子
』
は
礼
に
差
等
を
設
け
、
そ
の
一
部
を
排
斥

し
た
と
す
る
解
老
篇
の
解
釈
に
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も

思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
吊
書
本
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
現
行
本
『
韓
非

は
じ
め

子
』
解
老
篇
の
引
用
は
、
「
夫
れ
證
は
忠
信
の
薄
く
し
て
乱
の
首

か
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
も
と
も
と
の
解
老
篇
の
引
用
は
現

行
本
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
残
る
。

仮
に
「
證
者
忠
信
之
薄
也
而
乱
之
首
乎
」
中
の

字
が
無

く
、
「
證
忠
信
之
薄
也
而
乱
之
首
乎
」
（
「
證
の
忠
信
の
薄
き
も
の

は
じ
め

は
、
乱
の
首
か
）
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
否
定
さ
れ
る
の
は
礼

の
中
で
も
「
忠
信
の
薄
」
い
礼
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
解
老
篇
が
礼
を
ラ
ン
ク
分
け
し
て
解
説
す
る
こ
と
も
理
解

で
き
る
し
、
『
老
子
』
三
十
八
章
の
前
半
部
で
、
「
上
證
」
を
肯
定

的
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
依
然
と
し
て
か
か
る

疑
念
は
残
る
も
の
の
、
解
老
篇
が
『
老
子
』
は
礼
を
全
否
定
し
た

も
の
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
解
老
篇
は
三
十
八
章
の
仁
義
礼
を
肯
定
的
に

解
釈
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
三
十
八
章
は
、
「
上
仁
」
（
最
上
の
仁
）
．

「
上
義
」
（
最
上
の
義
）
等
、
最
上
と
い
う
限
定
付
き
で
論
じ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
の
徳
目
も
当
然
肯
定
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
解
老
篇
の
作
者
が
郭
店
系
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
い
た

な
ら
ば
、
上
述
の
解
釈
で
他
章
と
棚
甑
を
き
た
す
こ
と
も
な
く
、

全
体
と
し
て
の
整
合
性
も
保
た
れ
る
。
解
老
篇
の
解
釈
が
『
老
子
』

の
真
意
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
大
枠
で
は
妥
当
な
解
釈
の
一

つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
吊
書
本
五
章
に
は
、
「
天
地
は
仁
な
ら
ず
…
聖
人
は
仁
な

ら
ず
」
と
、
一
見
、
仁
に
つ
い
て
否
定
的
な
論
調
も
見
え
る
。
郭

店
本
五
章
で
は
こ
の
文
章
以
下
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
も
と
も
と

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
上
述
の
矛
盾
は
解
消
す
る
。
し
か

し
、
郭
店
本
と
吊
書
本
の
章
割
り
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
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第
五
節
老
子
と
礼

り
、
そ
の
存
在
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

た
と
え
存
在
し
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
仁
は
天
地
の
公
平
さ
と

対
照
さ
れ
る
不
公
平
な
私
情
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
自
然
発
生
的

な
慈
愛
の
心
で
あ
る
「
上
仁
」
と
は
基
本
的
に
異
な
る
。
従
っ
て
、

表
面
的
に
は
仁
に
対
す
る
態
度
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
本
質
的
に

は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
一
連
の
解
釈
は
解
老
篇
の
本
文
に
「
失
」
字
が
存
在
す

る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
が
、
こ
れ
は
郭
店
本
と
吊
書
本
に
お
け

る
十
八
章
・
十
九
章
の
差
異
を
初
彿
と
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
微
細

な
文
字
の
変
更
や
一
句
挿
入
と
い
っ
た
手
段
に
よ
り
、
巧
み
に
反

儒
家
的
な
テ
キ
ス
ト
ヘ
と
改
甑
さ
れ
て
い
た
。
三
十
八
章
の
場
合

も
同
様
の
意
図
か
ら
、
「
失
」
字
や
、
礼
に
肯
定
的
な
「
證
は
以
て

情
を
貌
す
る
な
り
」
の
一
文
、
ま
た
、
「
證
者
忠
信
之
薄
也
、
而
乱

之
首
乎
」
中
の
「
者
」
字
が
削
除
さ
れ
、
全
体
と
し
て
仁
義
、
或

い
は
礼
に
対
し
て
極
め
て
否
定
的
な
テ
キ
ス
ト
ヘ
と
改
飢
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。

本
節
で
は
解
老
篇
を
参
考
に
三
十
八
章
を
考
察
し
、
仁
義
礼
を

肯
定
す
る
『
老
子
』
解
釈
が
、
少
な
く
と
も
一
部
に
は
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
節
で
は
人
物
と
し
て
の
老
子
に
焦
点

を
当
て
、
老
子
と
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三
十
八
章
を
除
け
ば
、
十
一
章
に
「
戦
勝
た
ば
哀
證
を
以
て

之
に
慮
す
」
と
あ
る
の
み
で
、
『
老
子
』
は
礼
に
つ
い
て
多
く
を
語

ら
な
い
。
そ
の
一
方
、
人
物
と
し
て
の
老
子
は
礼
と
密
接
に
関
わ

る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
『
史
記
』
老
子
韓
非
列
伝
や
孔
子
世
家

に
見
え
る
孔
子
問
礼
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
。

孔
子
周
に
適
き
、
将
に
證
を
老
子
に
問
わ
ん
と
す
。
老
子
日
く
、

「
子
の
言
う
所
は
、
其
の
人
と
骨
は
皆
な
已
に
朽
ち
て
、
獨
だ

其
の
言
在
る
の
み
。
（
中
略
）
子
の
睛
氣
と
多
欲
、
態
色
と
淫

志
を
去
れ
。
是
れ
皆
な
子
の
身
に
益
無
し
。
吾
れ
の
以
て
子
に

ぐ

る

所

は

是

の

若

き

の

み

と

。

記

』

老

子

韓

非

列

孔
子
は
老
子
と
面
会
す
べ
く
周
に
赴
く
。
礼
に
つ
い
て
老
子
に

教
え
を
乞
う
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
孔
子
は
老
子
か
ら
「
子
の

言
う
所
は
、
其
の
人
と
骨
は
皆
な
巳
に
朽
ち
て
、
獨
だ
其
の
言
在

る
の
み
」
と
か
「
子
の
職
氣
と
多
欲
、
態
色
と
淫
志
を
去
れ
」
と

激
烈
に
批
判
さ
れ
、
目
的
を
果
た
せ
ず
帰
郷
す
る
こ
と
と
な
る
。

同
様
の
説
話
は
孔
子
世
家
に
も
見
え
る
。

魯
の
南
宮
敬
叔
、
魯
君
に
言
い
て
日
く
、
「
孔
子
と
周
に
適
か
ん

こ
と
を
請
う
」
と
。
魯
君
は
之
に
一
乗
車
・
雨
馬
・
一
竪
子
を

伝）
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輿
う
。
倶
に
周
に
適
き
て
證
を
問
い
、
蓋
し
老
子
に
見
ゆ
る
と

云
う
。
僻
し
て
去
る
に
、
而
し
て
老
子
之
を
送
り
て
日
く
、
「
（
中

略
）
聰
明
深
察
は
死
に
近
し
と
は
、
人
を
議
す
る
を
好
む
者
な

り
。
博
辮
廣
大
は
其
の
身
を
危
う
く
す
と
は
、
人
の
悪
を
検
す

る
者
な
り
。
…
」
と
。
（
『
史
記
』
孔
子
世
家
）

孔
子
世
家
で
は
、
「
孔
子
と
周
に
適
か
ん
こ
と
を
請
う
」
と
い
う

南
宮
敬
叔
の
発
案
を
魯
君
が
承
諾
し
、
孔
子
は
周
に
赴
く
こ
と
と

な
る
。
目
的
は
や
は
り
礼
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
事
の
成
否

は
明
記
さ
れ
ず
、
す
ぐ
に
離
別
の
場
面
へ
と
続
く
。
そ
の
別
れ
際
、

老
子
は
「
聰
明
深
察
」
・
「
博
辮
廣
大
」
で
も
、
そ
の
優
れ
た
洞
察

カ
で
他
人
を
論
評
し
た
り
悪
事
を
摘
発
し
た
り
す
れ
ば
、
結
局
は

身
を
滅
ぼ
す
羽
目
に
な
る
と
警
告
し
、
会
見
の
場
面
は
幕
を
閉
じ

る。
列
伝
と
同
様
、
孔
子
世
家
で
も
孔
子
は
礼
を
学
ぶ
た
め
上
洛
す

る
。
た
だ
し
、
列
伝
で
は
面
会
す
る
や
否
や
老
子
か
ら
批
判
を
浴

び
て
帰
路
に
つ
く
の
に
対
し
、
世
家
で
は
教
え
を
享
受
で
き
た
か

ど
う
か
は
明
示
さ
れ
ず
、
何
れ
と
も
理
解
で
き
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
離
別
の
場
面
へ
と
続
き
、
老
子
か
ら
や

は
り
批
判
的
な
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
も
の
の
、
列
伝
ほ
ど
激
し
い

批
判
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

両
資
料
に
細
か
な
差
異
は
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
①
孔
子
は
礼

を
学
ぶ
た
め
周
に
赴
き
老
子
と
会
見
す
る
こ
と
、
②
程
度
の
は

あ
れ
、
孔
子
が
老
子
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
点
は
共
通
す

る
。
殊
に
②
に
類
す
る
説
話
は
、
『
荘
子
』
外
・
雑
篇
に
集
中
し
て

見
ら
れ
る
。
武
内
義
雄
氏
は
、
列
伝
や
世
家
に
見
え
る
孔
老
会
見

の
記
事
は
荘
子
の
寓
言
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
老

睛
を
孔
子
に
優
越
さ
せ
ん
が
た
め
、
老
荘
後
学
が
捏
造
し
た
も
の

と
す
る
（
汁
17)°

確
か
に
反
儒
家
的
な
内
容
か
ら
し
て
、
『
荘
子
』
外
・

雑
篇
等
に
お
け
る
孔
老
会
見
説
話
の
担
い
手
は
老
荘
後
学
の
可
能

性
が
高
く
、
『
史
記
』
の
孔
老
会
見
説
話
も
多
分
に
『
荘
子
』
等
を

資
料
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
孔
老
会
見
な
る
設
定
は
、

果
た
し
て
老
荘
後
学
の
捏
造
に
始
ま
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
荘
子
』
中
の
孔
老
会
見
説
話
群
に
は
、
「
孔
子
問
礼
」
と
い
う

孔
老
会
見
の
契
機
と
な
っ
た
部
分
が
一
切
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
『
荘
子
』
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
老
子
と
礼
を
結
ぶ
記
事

は
全
く
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
意
外
に
も
、
孔
子
問
礼
説
話
は
儒

家
の
文
献
で
あ
る
『
礼
記
』
曽
子
問
篇
に
見
え
る
。

曽
子
問
篇
に
は
孔
子
と
老
子
の
問
答
が
四
例
存
在
す
る
。
そ
の

例
を
次
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

曾
子
問
い
て
日
く
、
葬
引
し
て
埴
に
至
り
、
日
の
之
を
食
す

ま

る
有
ら
ば
、
則
ち
髪
ず
る
有
る
か
、
且
た
不
ら
ざ
る
か
。
孔

子
日
く
、
昔
者
吾
れ
老
睛
に
従
い
葬
を
巷
態
に
助
く
。
埴
に
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及
び
て
日
の
之
を
食
う
有
り
。
老
賄
日
く
、
丘
よ
、
柩
を
止

め
て
道
の
右
に
就
け
。
哭
を
止
め
て
以
て
要
を
聴
け
。
既
に

明
反
り
て
而
る
后
に
行
く
。
日
く
、
證
な
り
と
。
（
中
略
）

吾
れ
諸
を
老
賄
に
聞
き
て
云
う
、
と
。

曽
子
は
柩
の
牽
引
中
に
日
食
が
起
こ
っ
た
際
の
対
処
法
を
尋
ね

る
。
こ
れ
に
対
し
孔
子
は
、
嘗
て
老
睛
と
葬
儀
を
手
伝
っ
た
時
の

こ
と
を
回
顧
し
、
日
食
終
了
ま
で
牽
引
を
一
時
中
断
す
る
の
が
礼

で
あ
る
と
す
る
老
子
の
言
葉
を
引
い
て
答
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
嘗
て
孔
子
が
老
子
と
一
緒
に
葬
儀
を
手
伝
っ
た
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
恰
も
孔
子
が
老
子
に
師
事
し
て
礼
を
学
ん
だ

か
の
如
く
描
か
れ
て
い
る
。
か
か
る
記
録
は
『
論
語
』
等
に
は
見

え
な
い
が
、
歴
史
的
事
実
か
否
か
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
説
話

が
如
何
な
る
意
識
や
背
景
の
下
に
成
立
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
か
か
る
説
話
の
成
立
に
は
、
以

下

の

条

件

が

満

た

さ

れ

る

必

要

が

あ

ろ

う

。

．

第
一
に
、
老
子
は
礼
を
熟
知
し
た
人
物
と
し
て
一
般
の
人
々
に

認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
老
子
の
言
葉

は
何
の
権
威
も
持
た
ず
、
曽
子
へ
の
解
答
と
も
な
り
得
な
か
っ
た

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
老
子
は
儒
者
に
と
っ
て
も
尊
敬
す
べ
き
人
物
と
見
倣

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
曽
子
問
篇
の
作
者
は
、
当
然
儒
者
で

あ
っ
た
ろ
う
。
儒
者
自
ら
老
子
を
孔
子
の
先
生
と
位
置
づ
け
る
の

で
あ
る
か
ら
、
孔
子
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
人
物
で
あ
っ
た
と
の
認

識
が
な
け
れ
ば
、
か
か
る
説
話
を
捏
造
せ
ん
と
す
る
発
想
す
ら
起

こ
り
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
18)0

以
上
の
二
点
は
、
曽
子
問
篇
に
お
け
る
孔
老
問
答
説
話
成
立
の

必
須
条
件
で
あ
る
。
だ
が
、
老
子
は
儒
家
の
対
極
に
位
置
し
、
激

し
く
礼
を
排
撃
し
た
と
す
る
従
来
の
老
子
理
解
か
ら
は
、
老
子
を

礼
の
大
家
と
す
る
こ
と
も
、
儒
者
み
ず
か
ら
敵
対
者
で
あ
る
老
子

を
孔
子
の
師
匠
と
設
定
す
る
こ
と
も
、
到
底
理
解
し
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
解
老
篇
が
引
く
三
十
八
章
本
文
や
、
解
老
篇
に
代

表
さ
れ
る
肯
定
的
な
礼
解
釈
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
孔
子
が
老
子

に
礼
を
問
う
行
為
に
も
違
和
感
は
生
じ
な
い
。
ま
た
仁
義
の
肯
定

的
解
釈
が
可
能
な
郭
店
本
に
基
く
老
子
理
解
で
あ
れ
ば
、
老
子
は

決
し
て
孔
子
の
敵
対
者
と
は
な
ら
な
い
。
曽
子
問
篇
は
、
儒
者
が

老
子
の
権
威
を
利
用
し
て
孔
子
の
礼
学
の
正
統
性
を
明
示
せ
ん
と

し
た
節
が
あ
り
、
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

上
述
の
状
況
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
孔
子
が
老
子
に
礼
を
問
う
と

い
う
設
定
も
決
し
て
無
理
で
は
な
く
、
充
分
に
成
立
可
能
な
説
話

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
改
め
て
『
老

儒
家
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

と
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子
日
く
、
證
と
云
い
證
と
云
う
も
、
玉
吊
を
云
わ
ん
や
。
（
『
論

第
六
節

『
老
子
』
と
儒
家
思
想

郭
店
子
』
、
『
韓
非
子
』
解
老
篇
、
記
』
等
を
参
考
に

し
て
、
『
老
子
』
に
お
け
る
仁
義
礼
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
し
た
結

果
、
以
下
の
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

む
し
ろ
仁
義
を

①
郭
店
本
に
は
激
烈
な
仁
義
批
判
は
見
え
ず
、

肯
定
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

②
解
老
篇
引
用
の
『
老
子
』
三
十
八
章
で
は
、
仁
義
礼
は
道
・

徳
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
価
値
自
体
は
認

め
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
解
老
篇
の
よ
う
な
肯
定
的
解
釈
も
存

在
し
た
こ
と
。

③
『
礼
記
』
曽
子
問
篇
や
『
史
記
』
に
は
、
孔
子
が
老
子
に
礼

を
問
う
説
話
が
見
え
て
お
り
、
儒
家
も
含
め
て
老
子
は
礼
の
大

家
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
。

①
の
『
老
子
』
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
『
老
子
』
の
思
想
と
儒
家

思
想
と
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
③
の
よ
う
に

老
子
が
礼
の
大
家
と
し
て
儒
家
に
も
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
も
納
得

が
い
く
。
さ
ら
に
以
下
の
如
く
『
論
語
』
等
に
老
子
と
の
関
連
性

を
見
出
す
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。

礼
だ
礼
だ
と
い
っ
て
も
、
ど
う
し
て
供
物
の
こ
と
を
指
そ
う
か
。

大
切
な
の
は
心
情
の
側
で
は
な
い
の
か
ね
、
と
孔
子
は
言
う
。
こ

れ
は
形
式
よ
り
も
心
情
の
側
を
重
視
す
る
解
老
篇
の
礼
解
釈
に
通

ず
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
老
子
』
が
頻
り
に
唱
え
る
「
無
為
」
に
つ
い
て
は
、
「
子

日
く
、
無
為
に
し
て
治
ま
る
者
は
其
れ
舜
か
。
夫
れ
何
を
か
為
さ

ん
や
。
己
を
恭
し
く
し
、
正
し
く
南
面
す
る
の
み
」
（
『
論
語
』
衛

霊
公
篇
）
と
、
孔
子
も
「
無
為
」
を
顕
彰
し
て
い
る
。
尤
も
両
者

の
「
無
為
」
が
内
容
的
に
同
一
で
あ
る
保
証
は
な
く
、
即
座
に
両

者
の
影
響
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ

に
強
い
共
通
性
を
見
出
す
者
が
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は

な
い
。更

に
子
思
の
著
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
礼
記
』
中
庸
篇
に
は
、
子

路
の
「
強
と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
、
孔
子
が
「
寛
柔
に
し
て

以
て
教
え
、
無
道
に
報
い
ざ
る
は
南
方
の
強
な
り
。
君
子
之
に
居

る
」
と
答
え
る
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
孔
子
は
、
君
子
が
備
え
る

べ
き
強
と
は
「
寛
柔
」
を
宗
と
す
る
南
方
の
強
で
あ
る
と
す
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
南
方
の
人
と
伝
承
さ
れ
、
「
柔
弱
」
を
貴
ん
だ
老
子
と

の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
な
説
話
で
あ
る
。

で
は
、
よ
り
直
接
的
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
資
料
は
な
い
で
あ

語
』
陽
貨
篇
）

(38) 



ろ
う
か
。
『
論
語
』
述
而
篇
に
は
、
「
子
日
く
、
述
べ
て
作
ら
ず
。

信
じ
て
古
を
好
む
。
窺
か
に
我
を
老
影
に
比
す
」
と
い
う
微
妙
な

表
現
が
あ
る
。
も
し
、
こ
こ
の
「
老
影
」
を
老
子
と
影
祖
と
解
す

る
な
ら
ば
、
孔
子
は
老
子
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
「
老
影
」
は
『
大
戴
礼
記
』
虞
戴
徳
篇
に
登
場
す
る
殷
の
賢
者

「
老
影
」
を
指
す
と
の
見
方
も
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
だ

が
、
一
連
の
共
通
点
か
ら
両
者
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
想
定
す
る

こ
と
は
、
儒
家
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
曽

子
問
篇
の
孔
老
会
見
説
話
も
、
か
か
る
状
況
下
で
作
成
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
孔
老
の
師
弟
関
係
で
さ
え
捏
造
可
能
な
状
況
が
存
在
し

た
の
な
ら
ば
、
や
は
り
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
テ
キ
ス
ト
、

即
ち
郭
店
本
十
八
章
・
十
九
章
と
解
老
篇
引
用
の
三
十
八
章
を
含

む
仁
義
礼
に
肯
定
的
な
テ
キ
ス
ト
の
存
在
も
想
定
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
各
章
を
検
討
し
た
際
、
吊
書
本
に
は
種
々
の
不
整
合

な
点
が
看
取
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
改
蹴
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
先
に
想
定
し
た
肯
定
的
テ
キ
ス
ト

は
吊
書
系
統
の
否
定
的
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
古
く
、
よ
り
原
著
に
近

い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
原
著
の
段
階
か
ら
仁
義
礼
は
否

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
『
老
子
』
を
儒
家
の
ア
ン
チ
テ

ー
ゼ
と
み
る
従
来
の
『
老
子
』
理
解
は
完
全
に
そ
の
根
拠
を
失
う

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
合
す
る
に
、
そ
の

可
能
性
は
極
め
て
高
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
『
老
子
』
と
儒
家
思

想
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
存
在
で
は
な
く
、
充
分
に
併
存
可
能

な
思
想
で
あ
っ
た
。

先
述
の
通
り
、
孟
子
は
生
前
に
『
老
子
』
を
参
照
で
き
た
。
し

か
し
、
孟
子
は
老
子
に
対
し
て
一
言
も
言
及
し
な
い
。
「
王
何
ぞ
必

ず
し
も
利
と
曰
わ
ん
。
亦
た
仁
義
あ
る
の
み
」
（
梁
恵
王
上
篇
）
と

仁
義
を
力
説
す
る
孟
子
が
仁
義
を
排
斥
す
る
『
老
子
』
を
参
照
し

た
な
ら
ば
、
必
ず
や
口
を
極
め
て
そ
れ
に
反
駁
し
た
で
あ
ろ
う
に
。

か
か
る
奇
怪
な
現
象
も
、
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
説
明
が
つ

く
。
『
老
子
』
は
仁
義
の
有
効
性
を
認
め
て
お
り
、
孟
子
も
と
り
わ

け
て
『
老
子
』
を
批
判
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
老
子
』
に
仁
義
礼
に
関
す
る
言
及
が
見
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し

も
本
書
の
成
立
が
孔
子
以
後
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
例
え

ば
『
国
語
』
周
語
上
に
は
、
周
の
襄
王
[
在
位
前
六
五
一

s前
六

-
九
]
に
対
す
る
内
史
興
の
進
言
の
中
に
「
證
は
忠
信
仁
義
を
観

る
所
以
な
り
」
と
、
仁
義
は
忠
信
と
共
に
重
要
な
徳
目
と
さ
れ
て

お
り
、
礼
は
そ
れ
ら
の
徳
目
の
レ
ベ
ル
を
測
る
手
段
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
『
詩
経
』
や
『
尚
書
』
等
に
も
仁
義
礼
尊
重
の
姿

勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
注
19)
。
資
料
に
よ
り
仁
義
礼
の
内
実

は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
孔
子
以
前
か
ら
仁
義
礼
が
重
要
視
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
『
老
子
』
も
か
か
る
仁
義
礼
尊
重
の
流
れ

の
上
に
、
『
老
子
』
流
の
仁
義
礼
を
提
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
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(
1
)
津
田
左
右
吉
『
道
家
思
想
と
其
の
展
開
』
（
岩
波
書
店

年
）
十
四
＼
十
五
頁
。

(
2
)

木
村
英
一
『
老
子
の
新
研
究
』
（
創
文
社
一
九
五
九
年
）
一

(
3
)

吊
書
『
老
子
』
甲
本
は
高
祖
劉
邦
の
緯
を
避
け
な
い
こ
と
よ
り
高

祖
の
称
帝
（
前
二

0
二
）
以
前
、
乙
本
は
「
邦
」
を
避
け
、
恵
帝
の

緯
「
盈
」
と
文
帝
の
緯
「
恒
」
を
避
け
な
い
の
で
、
高
祖
称
帝
以
後

か
ら
恵
帝
の
即
位
前
（
前
二

0
二
＼
前
一
九
四
）
の
書
写
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
従
っ
て
『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
古
い
方
か
ら
郭
店

『
老
子
』
↓
馬
王
堆
『
老
子
』
甲
本
↓
馬
王
堆
『
老
子
』
乙
本
↓
王

弼
本
と
い
う
順
に
な
る
。

(
4
)
金
谷
治
『
老
子
』
（
講
談
社
一
九
八
八
年
）
二
七
頁
。

(
5
)
雀
仁
義
「
荊
門
楚
墓
出
土
的
竹
簡
《
老
子
》
初
探
」
（
『
荊
門
社
会

科
学
』
一
九
九
七
年
第
五
期
）

(
6
)
池
田
知
久
氏
は
（
『
郭
店
楚
簡
老
子
研
究
』
東
京
大
学
文
学
部
中
国

思
想
文
化
学
研
究
室
一
九
九
九
年
）
、
郭
店
楚
墓
の
下
葬
年
代
を
白

注

一
頁
。

一
九
三
八

き
る
。本

書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後
、

『
老
子
』
が
孔
子
以
前
の
成
立
で
あ
る
可
能
性
を
も
視
野
に
入
れ

つ
つ
、
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

起
が
郡
を
占
領
す
る
前
二
七
八
年
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
か
（
あ
る
い

は
さ
ら
に
後
）
ま
で
降
る
と
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
郭
店
楚
簡
「
窮

達
以
時
」
篇
に
「
天
人
の
分
」
の
思
考
が
見
え
る
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
氏
は
「
天
人
の
分
」
は
『
荀
子
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
同
じ
思

考
を
有
す
る
「
窮
達
以
時
」
篇
も
『
荀
子
』
以
降
で
あ
る
と
し
、
郭

店
楚
墓
の
下
葬
年
代
自
体
を
『
荀
子
』
以
降
に
引
き
下
げ
る
。
し
か

し
、
「
天
人
の
分
」
が
『
荀
子
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
保
証
は
な
く
、

ま
た
、
郡
の
陥
落
後
、
郡
の
北
に
位
置
す
る
楚
の
墓
陵
群
に
引
き
続

き
楚
墓
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。

(
7
)
 

九
五
九
年
に
廿
粛
省
武
威
県
磨
咀
子
十
八
号
漢
墓
か
ら
出
土
し

た
「
王
杖
十
簡
」
に
は
「
年
七
十
受
王
杖
者
」
と
あ
り
、
七
十
歳
に

達
し
た
高
齢
者
に
杖
を
下
賜
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
郭
店
楚
墓

に
は
鳩
杖
が
二
本
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
漢
代
の
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、

被
葬
者
は
七
十
、
或
い
は
八
十
歳
を
超
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ

し
、
戦
国
時
代
の
下
賜
の
基
準
は
不
明
な
た
め
、
こ
こ
で
は
少
な
く

見
積
も
り
、
墓
主
の
年
齢
を
七
十
歳
と
考
え
て
お
く
。

(
8
)
孟
子
・
荘
子
の
生
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』

（
香
港
大
学
出
版
社
一
九
五
六
年
増
訂
初
版
）
に
従
っ
た
。

(
9
)

郭
店
本
を
形
成
途
上
の
テ
キ
ス
ト
と
す
る
代
表
的
な
も
の
に
は
、

池
田
氏
前
掲
書
が
あ
り
、
抄
本
と
す
る
も
の
に
は
、
陳
鼓
応
「
従
郭

店
簡
本
看
《
老
子
》
尚
仁
及
守
中
思
想
」
（
『
道
家
文
化
研
究
』
第
十
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一
九
九
九
年
、
浅
野
裕
「
郭
店
楚
簡
『
太
一
生
水
』
と
『
老

子
』
の
道
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
閏
号
二

0
0
0年
）
等
が
あ
る
。

(10)

「
慮
」
字
に
つ
い
て
裟
錫
圭
氏
は
「
詐
」
と
解
し
（
『
郭
店
楚
墓
竹

簡
』
文
物
出
版
社
一
九
九
八
年
）
、
池
田
氏
前
掲
書
で
は
「
慮
」
と

解
す
。
字
形
か
ら
す
る
と
池
田
説
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(11)

装
錫
圭
「
郭
店
《
老
子
》
簡
初
探
」
（
『
道
家
文
化
研
究
』
第
十
七

輯
一
九
九
九
年
）
四
二

S
四
三
頁
。

(12)
丁
原
植
『
郭
店
竹
簡
老
子
繹
析
輿
研
究
』
（
萬
巻
棲
一
九
九
八
年
）

や
谷
中
信
一
「
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
及
び
「
太
一
生
水
」
か
ら
見
た

今
本
『
老
子
』
の
成
立
」
（
郭
店
楚
簡
研
究
会
編
『
楚
地
出
土
資
料
と

中
國
古
代
文
化
』
汲
古
書
院
二

0
0
二
年
）
で
も
、
既
に
「
安
」

字
を
反
語
と
し
て
読
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(13)
池
田
氏
前
掲
書
、
三
三
一

S
三
三
二
頁
。

(14)
例
え
ば
、
金
谷
氏
前
掲
書
。

(15)
原
文
は
「
積
」
だ
が
、
顧
広
折
『
韓
非
子
識
誤
』
に
従
い
「
徳
」

に
改
め
る
。

(16)
解
老
篇
は
漢
代
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
吊

書
本
と
は
先
述
の
通
り
三
十
八
章
の
本
文
自
体
が
異
な
っ
て
い
る
。

吊
書
本
は
、
基
本
的
に
王
弼
本
等
の
今
本
と
大
差
な
い
こ
と
か
ら
、

漠
代
以
降
、
吊
書
系
の
テ
キ
ス
ト
が
主
流
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

解
老
篇
の
『
老
子
』
三
十
八
章
本
文
は
、
仁
義
（
或
い
は
礼
）
を
許

容
す
る
方
向
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
郭
店
本
と
も
共
通
す

七
輯

る
。
た
と
え
解
老
篇
の
成
書
時
期
が
漢
代
に
ま
で
降
る
と
し
て
も
、

吊
書
本
と
は
別
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
底
本
に
し
た
解
釈
で
あ
り
、
比

較
的
古
い
解
釈
を
保
存
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

(17)
武
内
義
雄
『
老
子
と
荘
子
』
岩
波
書
店
一
九
三

0
年
（
『
武
内
義
雄

全
集
』
第
六
巻
諸
子
篇
一
角
川
書
店
一
九
七
八
年
所
収
）

も

う

そ

き

(
1
8
)『
呂
氏
春
秋
』
当
染
篇
に
も
「
孔
子
は
老
眼
•
孟
蘇
姜
•
靖
叔
に
学

べ
り
」
と
、
学
ん
だ
内
容
こ
そ
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
孔
子

が
老
睛
に
教
え
を
受
け
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
当
染
篇
の
作
者

は
、
下
文
で
「
孔
墨
の
後
學
、
天
下
に
顕
榮
す
る
者
多
く
し
て
、
勝

げ
て
敷
う
可
か
ら
ざ
る
は
、
皆
な
染
る
所
の
者
嘗
を
得
た
れ
ば
な
り
」

と
孔
墨
を
頌
え
、
ま
た
「
孔
墨
の
後
学
」
と
呼
び
、
孔
墨
と
少
々
距

離
を
置
い
て
論
じ
て
も
い
る
。
従
っ
て
、
作
者
は
儒
墨
の
敵
対
者
で

も
、
儒
墨
の
学
派
内
の
人
間
で
も
な
い
人
物
と
推
測
さ
れ
る
。
孔
子

が
老
賄
に
学
ん
だ
と
い
う
伝
承
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
編
築
さ
れ
る
戦

国
末
期
に
は
既
に
一
般
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

(19)

「
慮
の
令
令
其
の
人
美
に
し
て
且
つ
仁
…
」
（
『
詩
経
』
斉
風
・
慮

令
）
、
「
偏
無
く
頗
無
く
、
王
の
義
に
遵
え
」
（
『
尚
書
』
洪
範
）
、
「
天

し

た

が

つ

ね

有
證
を
秩
づ
れ
ば
、
我
が
五
證
に
自
い
て
、
五
つ
な
が
ら
庸
に
せ

ん
か
な
」
（
『
尚
書
』
睾
陶
膜
）
等
。

(41) 


